
 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
七
十
号 

 
 
 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
建
築
課
の
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
九 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
百

二
条
及
び
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に
関
す
る
こ
と
。 

第
十
四
条
住
宅
課
の
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十
二 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
。
（
建
築
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

第
十
九
条
第
一
項
の
表
総
務
局
の
部
総
務
課
の
款
広
島
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
項
第
一
号
中
「
重
要

な
事
項
」
の
下
に
「
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱

い
に
関
す
る
重
要
な
事
項
」
を
加
え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


